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はじめに

総合的な学習の時間に関しては，学習指導要領

の「各学校において定める目標及び内容」に，「各

学校においては，第 1 の目標を踏まえ，各学校の

総合的な学習の時間の目標を定める」との定めが

ある（文部科学省， 2008a: 98）．ここでの「第 1 の

目標」とは，学習指導要領に示されている総合的

な学習の時間の「目標」のことである．

そして，その「全体計画及び年間指導計画の作

成に当たっては，学校における全教育活動との関

連の下に，目標及び内容，育てようとする資質や

能力及び態度，学習活動，指導方法や指導体制，学

習の評価の計画などを示すこと」ともされている

（ibid.）．これにより，その包含する事項を含めて，

全体計画の作成義務が（2003 年一部改正学習指導

要領以降において（cf.: 中央教育審議会， 2003b））
存在している．なお，「全体計画とは，指導計画の

うち，学校として，この時間の教育活動の基本的

な在り方を概括的・構造的に示すもの」を指す（文

部科学省， 2008c: 25）．
その作成手続きは，「各学校において定める目

標」，「育てようとする資質や能力及び態度」，「各

学校において定める内容」，「学習活動」，「指導方

法」，「学習の評価」，「指導体制」を順に定めてい

くこととなり，そして，最終的には「簡潔な表現

で，見やすく，日々の実践において活用しやすい

もの」として整理・作成されることとなる（文部

科学省， 2010: 64-75）．
また，上に含まれる「育てようとする資質や能

力及び態度」については，学習指導要領において，

「例えば，学習方法に関すること，自分自身に関す

ること，他者や社会とのかかわりに関することな

どの視点を踏まえること」（文部科学省， 2008a: 
98）とされており，「学習方法に関すること」，「自

分自身に関すること」，「他者や社会とのかかわり

に関すること」の「3 つの視点」で検討され整理

される．その結果として，「育てようとする資質や

能力及び態度の例」を参考に表の形で構造的に整

理されることが一般的である（文部科学省， 2010: 
70）．

他方で，「「育てようとする資質や能力及び態度」

とは，各学校において定める目標を，実際の学習

活動へと実践化するために，より具体的・分析的

に示したものである．したがって，「育てようとす

る資質や能力及び態度」には，各学校の目標が実

現された際に現れる望ましい児童の成長の姿が示

される」ことから（国立教育政策研究所教育課程

研究センター， 2001: 4），評価規準の設定にもまた

寄与するものである．

これらを概観すると，全体計画の具体化を通じ，

育てたい資質・能力の設定を含むことで，目標の
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明確かつ明示的な構成が可能となり，学校の教育

課程の構造化がなされているのが分かる．そして，

この構造化の手続き全体を通して，全ては「各学

校」を主語とする手続きとなっている．

学習指導要領を巡ってなされる教育課程基準の

大綱化・弾力化の議論における「教科（内容）の

精選」から「教育課程全体の領域・教科の構成の

見直し」への課題の転換に際して，その象徴とし

て誕生したものが上記の総合的な学習の時間であ

る（天笠， 1999）．そして，それゆえ，同じく大綱

化・弾力化の議論において 1989 年版学習指導要領

から登場し（文部省， 1989），総合的な学習の時間

においても多用されている「学校の創意工夫」と

いうキーワードと相まって，同「時間」の構想に

関 し て は，SBCD（School-Based Curriculum 
Development: 学校に基礎をおくカリキュラム開

発）としての側面が見えてくる．

この点を巡っては，教育課程における実践の定

着に伴い，「総合的な学習の時間は，各学校で目標

や内容を設定する．もちろん教科書もない．この

ことは，一見難しさや大変さを感じさせる．しか

し，地域や学校，児童の実態，特色に応じた各学

校独自の学習活動を展開することができる．カリ

キュラムを編成し，実施する．そして，それを見

直し，改善していく．まさにカリキュラム・マネ

ジメントの力が必要になってくる」として（文部

科学省， 2010: 9），学校及び教員の目標としてのカ

リキュラム編成（i.e.: 教育課程編成）方法の確立が

掲げられるようになっている．

また，「総合的な学習の時間は，学校を地域や社

会に開いた．そこでは，これまでにない豊かな学

習活動が行われてきた．児童の学びは学校を超え，

地域全体に広がりを見せているものさえある．ま

た，児童の学びを支えようと，多くの大人が力を

合わせる姿もたくさん見られた」（ibid.: 11）など

の学校教育実践としてのカリキュラム運営の積極

面が評価されるようにもなっている．

原田（2009）は，総合的な学習の時間導入後最

初の学習指導要領全面改訂に際し，この時間を存

続させる意義として，「各学校の判断で地域の学習

素材や人材等が積極的に活用されるようになった

こと」（p.34）をその 1 つに挙げ，「学校をカリキ

ュラム開発の場ととらえ，日ごろの教育活動をベ

ースに創意工夫した教材開発を進める「学校に基

礎をおくカリキュラム開発」（SBCD）を後押しし

たと評価できる」（ibid.）としている．

このように概括すると，総合的な学習の時間を

巡っては，カリキュラム開発における課程の構造

という点でも，実施及び実践という点でも，次期

学習指導要領における学校教育課程（全体の）編

成方針及び方法との関連，あるいは，それへの発

展という歴史的位置付けが指摘可能である．

次期学習指導要領では，「教育課程を通して，こ

れからの時代に求められる教育を実現していくた

めには，よりよい学校教育を通してよりよい社会

を創るという理念を学校と社会とが共有し，それ

ぞれの学校において，必要な学習内容をどのよう

に学び，どのような資質・能力を身に付けられる

ようにするのかを教育課程において明確にしなが

ら，社会との連携及び協働によりその実現を図っ

ていくという，社会に開かれた教育課程の実現が

重要となる」として（文部科学省， 2017a: 2），「社

会に開かれた教育課程」が学校教育課程編成上の

キーワードとなっている．

そして，この「社会に開かれた教育課程」の実

施に関しては，「幼稚園，小学校，中学校，高等学

校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び

必要な方策等について（答申）」において，「教育

課程の実施に当たって，地域の人的・物的資源を

活用したり，放課後や土曜日等を活用した社会教

育との連携を図ったりし，学校教育を学校内に閉

じずに，その目指すところを社会と共有・連携し

ながら実現させること」（中央教育審議会， 2016: 
20）の重要性が強調されていた．また，その理念

のもと，教育課程を軸に学校教育の改善・充実の

好循環を生み出す「カリキュラム・マネジメント」

の実現と確立が求められている（ibid.）．
「カリキュラム・マネジメント」に関して，上記

学習指導要領の改訂を方向付けた「次期学習指導

要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて

（報告）」においては，「総合的な学習の時間におい

て，学習指導要領に定められた目標を踏まえて各

学校が教科横断的に目標を定めることは，各学校

におけるカリキュラム・マネジメントの鍵となる」

との見解が示されている（教育課程部会， 2016: 
327）．これは，「各教科等で学ぶことを単に積み上
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げるのではなく，義務教育や高等学校教育を終え

る段階で身に付けておくべき力を踏まえて，各学

校，学年段階で学ぶべき内容を見直すなど，発達

の段階に応じた縦のつながりと，各教科等の横の

つながりを行き来しながら，教育課程の全体像を

構築していくこと」を可能とする（ibid.: 29），「資

質・能力」で学校教育やカリキュラムの全体像を

捉える視点に実践上の期待が寄せられているもの

である．

各学校の次期学習指導要領における教育課程編

成の成否は，自校でのカリキュラム開発，すなわ

ち，SBCD が握っており，なおかつ，そのための

「鍵」は取り組まれる総合的な学習の時間及び同

「時間」でこれまでに培って来たカリキュラム・マ

ネジメント実践の蓄積とそれらを推進する体制の

整備であるといっても過言ではない．

以上を踏まえ，本稿は，「総合的な学習の時間」

を通じたSBCDの成果と課題をそのカリキュラム

開発事例から確認し，批判的に検討・吟味するこ

とで，次期学習指導要領下のカリキュラム開発の

参考資料を得ることを目的とする．

取り上げる事例校は，琉球大学教育学部附属小

学校（以下，「琉附小」と表記）である．なお，特

に断りのない限り，本稿では，小学校の教育課程

のみに言及する．

琉附小は，1999 年度から 2001 年度の 3 年間，

研究開発学校制度の指定校として，「総合的学習」

を教育課程に位置付けることに取り組んでいた．

いわゆる総合的な学習の時間の先進校であった．

当時の研究開発は「組織を挙げて取り組む学校

の指導体制の確立が重要」という見解の元で行わ

れ（琉球大学教育学部附属小学校， 2000），学年

T.T. で始めた初年度から，最終年度では学級毎・学

年毎・異学年（/ 多学年）の組み合わせに至り，常

に教員個人の実践ではなく学校の実践と捉えられ

ていた（ibid.， 2002a）．育てたい資質・能力も 6 年

間分が系統的に作成され，6 年生終了時での達成

が前提として各教員に共有されていた．そのよう

な時期に挙げられていた課題は，「年間計画の実

施・評価・再構築」や教科と総合を含めた形での

「評価の検討」であり，そのための組織の見直し及

び最適化さえも視野に入れて検討がなされていた

（ibid.）．

他方，同校の現在の研究開発においては，課題

に挙げられているものは，単元内での展開上の課

題として，学年・領域内の目標との対応で語られ

るうるものとなっている（ibid.， 2015）．つまり，

総合的な学習の時間という領域内での能力や個別

の授業実践に焦点を絞るものであり，教員個人の

取り組み上のものとなっている．それ以上の拡大

は，取り組み得ない課題であり，明には論点に含

まれない．

すなわち，熱心に取り込まれていた，あるいは，

取り組まずにはいられなかった往時に比して，前

提として（出来て）いたものが課題（以上のもの）

となっている現況があり，これ自体が現在の同校

の（総合的な学習の時間に係る）課題であると捉

えられる．このことは，国内動向（e.g.: 「地域や生

徒の実態等の現状を把握した上で，総合的な学習

の時間の目標・内容の設定や，全体計画や年間指

導計画の作成に適切に取り組めていない学校があ

る．また，実施状況の評価を改善に反映できてい

ない学校がある．」（生活・総合的な学習の時間ワ

ーキンググループ， 2015: 35））に係る事象の，特

定個別の学校における顕現ともいえる．

この琉附小のカリキュラム開発事例に関して，

18 年間の総括的な成果，及び，特に研究開発学校

時代とその後（の発展 / 衰退）における取り組み

を，学校教育実践として，実施と体制とを批判的

に検討・吟味することで，本稿の目的を達したい．

そのためにまず，次節を用いて，琉附小が 18 年

間取り組んできた「総合的な学習の時間」とは何

か，あるいは，（18 年間には学習指導要領の改訂

等を挟むことから）何であったのかを整理してい

く．

1 「総合的な学習の時間」の導入及び実施と

改訂

総合的な学習の時間創設の経緯としては，以下

の議論の過程を辿り，国内の学校教育課程に加わ

ることとなった．

まず，「今後における教育の在り方として，[ ゆ
とり ] の中で，子供たちに [ 生きる力 ] をはぐくん

でいくことが基本である」との方針を打ち出した

1996 年 7 月の中央教育審議会「21 世紀を展望し
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た我が国の教育の在り方について（第一次答申）」

において，「[ 生きる力 ] が全人的な力であるとい

うことを踏まえると，横断的・総合的な指導を一

層推進し得るような新たな手だてを講じて，豊か

に学習活動を展開していくことが極めて有効であ

ると考えられる」ことから，「一定のまとまった時

間（以下，総合的な学習の時間と称する．）を設け

て横断的・総合的な指導を行うこと」と，「総合的

な学習の時間」の創設が提言された（中央教育審

議会， 1996）．ここでは「横断的・総合的な指導を

一層推進し得るような新たな手だて」の 1 つとし

て（ibid.），期待が寄せられていた．

さらに，「この時間における学習活動としては，

国際理解，情報，環境のほか，ボランティア，自

然体験などについての総合的な学習や課題学習，

体験的な学習等が考えられるが，その具体的な扱

いについては，子供たちの発達段階や学校段階，学

校や地域の実態等に応じて，各学校の判断により，

その創意工夫を生かして展開される必要がある」

として，各学校の柔軟な運用が期待された（ibid.）．
そして，1998 年 7 月の教育課程審議会「幼稚園，

小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び

養護学校の教育課程の基準の改善について（答

申）」においても，総合的な学習の時間が「自ら学

び自ら考える力などの［生きる力］をはぐくむこ

とを目指す今回の教育課程の基準の改善の趣旨を

実現する極めて重要な役割を担うもの」と位置づ

けられ，改めて創設が提言された（教育課程審議

会， 1998）．
これらの提言を受け，1999 年 3 月の学校教育法

施行規則の一部改正以降，総合的な学習の時間は

教育課程の一領域を構成することになった（文部

省， 1998）．
その後，学習指導要領の一部改正と全面改訂を

経て，領域としての位置付けと役割についての一

層の明確化が進められることとなる．

2003 年 10 月の中央教育審議会「初等中等教育

における当面の教育課程及び指導の充実・改善方

策について（答申）」を受け，同年 12 月に学習指

導要領が一部改正され，「総合的な学習の時間の一

層の充実」を図るため，「ねらい」の規定を追加す

るとともに，各学校において「目標及び内容を定

める必要があること」と「全体計画を作成する必

要があること」が加えて規定され，地域との協力，

地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫

の必要性も明示された（中央教育審議会， 2003a）．
その背景には，「各学校において目標や内容を明確

に設定していない，必要な力が児童に付いたかに

ついて検証・評価を十分に行っていない，教科と

の関連に十分配慮していない，適切な指導が行わ

れず教育効果が十分に上がっていないなど，改善

すべき課題が少なくない状況」（文部科学省， 
2008c: 5）という現場の取り組み上の実態があっ

た．

また，別の要因あるいはこの実態の原因として，

98 年版学習指導要領の完全実施を迎える際，各学

校への管理・指導に係る対応が後手に回ったこと

も挙げられる．「移行期間に入ることによって，総

合的な学習の時間をめぐる局面は大きく変わり，

新しい段階を迎えることになったということであ

る．すなわち，一部の先進校を中心とする総合的

な学習の時間の検討から，多数を占める一般の学

校の存在を前提にした実践や議論の展開が求めら

れることになったということである．/華々しく脚

光を浴びた一部先進校にかわって，自主的・自律

的な教育課程の経営といっても経験も乏しく，総

合的な学習の時間について準備もノウハウの蓄積

も不十分な学校が登場することとなった」（天笠， 
2001:141）．この状況に対応するための「充実・改

善方策」でもあった．

08 年版学習指導要領における改訂では，（これ

まで総則にて趣旨やねらいが定められてきたが，）

総則から取り出され第 5 章として独立して位置づ

けられた．ここでは，国が定める「総合的な学習

の時間」を通して実現することが求められる（「ね

らい」ではなく）「目標」が示され，そして，それ

を踏まえた上で各学校がより具体的な目標と内容

を定める，ということが示された．

08 年版学習指導要領において，総合的な学習の

時間の「目標」は，「横断的・総合的な学習や探究

的な学習を通して，自ら課題を見付け，自ら学び，

自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決

する資質や能力を育成するとともに，学び方やも

のの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に

主体的，創造的，協同的に取り組む態度を育て，自

己の生き方を考えることができるようにする」と
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示されている（文部科学省， 2008a）．
他方，98 年版学習指導要領の「ねらい」は，「（1）

自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的

に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を

育てること」及び「（2）学び方やものの考え方を

身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造

的に取り組む態度を育て，自己の生き方を考える

ことができるようにすること」の 2 つからなって

いた（文部省， 1998）．
08 年版学習指導要領の「目標」では，文言にお

ける新たな要素として「探究的な学習」及び「協

同的」が加えられたことが分かる．これら 2 つの

追加事項は，「探究のプロセス」及び「協同的な学

習」と具体化され，学習指導上の概念として共有

が図られた．

「探究のプロセス」においては，「課題の設定」，

「情報の収集」，「情報の整理・分析」，「まとめ・表

現」の 4 段階からなるプロセスを経る学習の実施

が強調されている（文部科学省， 2010: 17）．また，

「協同的な学習」においては，活動を通じて，「多

様な情報を活用し 」，「異なる視点から考え」，「力

を合わせたり交流したりして」学習を行う「児童

の姿」が想定されている（ibid.）．
上記はいずれも実社会や実生活で生きて働く力

の獲得やそれらの力を用いて行われる知的営みへ

の参与を目標の先に見据えることで，総合的な学

習の時間の「「知識基盤社会」の時代においてます

ます重要な役割を果たすもの」という役割の明確

化及び重要性の強調を担っている（文部科学省， 
2008c: 6）．
一方で，このような総合的な学習の時間の重要

性の強調に反して，年間授業時数の確保という点

に関し，08 年版においては，1 単位時間を 45 分と

した場合，第 3 学年から第 6 学年のそれぞれにつ

いて，年間 70 単位時間の授業時数を確保すること

と定められている．98年版の年間 105単位時間の

授業時数を確保する規定に対して，「各教科におけ

る基礎的・基本的な知識・技能の習得やそれらの

活用を図る学習活動を充実する観点から」縮減さ

れている（文部科学省， 2008b: 5）．
これを受け，各学校及び関係者においては，授

業時数減が決定された事実をどのように受け止め

るか，また，授業時数減の中でどのように実践を

維持・変更していくか，という新設時とは異なる

形での問いと不安が生ずることとなった．そのよ

うな中で，08 年版学習指導要領下における実践は

開始している．

そして，17 年版学習指導要領の告示を受けた現

在は，次期学習指導要領での実践を見据えた上で

の 08 年版学習指導要領下における実践の集成の

時期にある．

上記の期間を通して，国内の各学校がそれぞれ

のカリキュラム開発へと取り組んでいくこととな

った．しかしながら，それらの構想は一様なもの

ではない．

総合的な学習の時間のカリキュラム開発を巡っ

ては，同一の学習指導要領に基づくにも関わらず，

（a）統合の側面で捉えるもの，（b1）クロスカリキ

ュラムの実践として捉えるもの，（b2）教育 / 学習

内容の総合性を捉えるもの，（c）関連化と総合化

の 2 点で捉えるものがヴァリエーションとしてそ

れぞれ確認出来る．

（a）統合の側面で捉える立場からのカリキュラ

ム開発は，「現行小学校学習指導要領の基本構造が

「教科」と「領域」で構成されており，融合カリキ

ュラムの形態を採る「教科」部分で扱うことが可

能な「総合性」は，あくまで近接学問領域でスコ

ープされシークエンスがデザインされた，伝統的

な（敢えて換言すれば「近代日本的」な）学校教

育の「知」の延長上にある」ことからの対比で理

解される（畑島 & 井手， 2016: 281）．
これは，学習指導要領総則で示される「合科的

な指導」及び「関連的な指導」と（文部科学省， 
2008a: 4），総合的な学習の時間における「各教科，

道徳，外国語活動及び特別活動で身に付けた知識

や技能等を相互に関連付け，学習や生活において

生かし，それらが総合的に働くようにすること」に

おける教科等からの統合という学力の「応用」面

との対照に基づく（ibid.: 99）．
これは学習指導要領の上記の部分を字義通りに

読むことからの当然の帰結といえる．

他方で，同じく学習指導要領内の総合的な学習

の時間における「地域や学校，児童の実態等に応

じて，教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習，

探究的な学習，児童の興味・関心等に基づく学習

など創意工夫を生かした教育活動を行うこと」に
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着目し（ibid.: 98），実践を「創意工夫」に基づき，

積極的に構想しようと考えれば，例えば，複数の

教科にまたがる教育内容をテーマ設定することに

なる（=b1）．これは，「総合的な学習の時間と各教

科との関連」として文部科学省（2010）によって

示されている「各教科等の学習を総合的な学習に

生かす」（p.83）ことと「総合的な学習の時間を各

教科等に生かす」（p.84）こととを双方向かつ同時

に満たすため，一体的に年間指導計画を立てるこ

とから帰結するものである．

あるいは，例えば，児童の「生活」の総合性に

おいて，「本来が分化し系統的に構造化されている

学問・科学・芸術をよりどころに教育を構想する

のではなく，本来が渾一的である生活をよりどこ

ろに教育を構想するとき，そこには教科以外のさ

まざまな教育内容が入り込んでくるし，各教科等

も含めたすべての教育内容が渾一的に学ばれてい

くのである．要するに，生活をよりどころとする，

という教育の原理が，教育内容的にも教育方法的

にも，まさに総合的としかいいようのない状況を

生み出すのだと理解できる」ことになる（奈須， 
2006: 290-291）（=b2）．
これらも学習指導要領の字義通りの読解から導

かれるものの 1 つである．

それ以外の観点では，例えば，関連化と総合化

を共に進める立場からのものがある（=c）．天野

（1999）は，学習指導要領にある「横断的・総合的

な学習」を，「横断的な学習」と「総合的な学習」

の 2 つの側面に分けて捉え，前者を「従来の教科・

領域などは残しながらも，それら相互の内容を積

極的関連づけて指導していくこと」（p.96），後者

を「子どもの興味・関心の尊重や，生活的・社会

的課題への取り組みという発想を核にして，教科・

領域にこだわらず，もしくは意識的に枠を超えて

学習内容設定していくやり方」（p.97）とそれぞれ

定めている．その上で，前者は「個々の学習では

一面的，断片的であった見方や考え方が，広がっ

たり深まったりして統一的・多面的になる」

（ibid.），後者は「教科等の枠にこだわることなく

一人ひとりの子どもの思いや願い，感性，興味や

関心から出発する学習が展開でき，子どもの生活

の拡充や深化をめざし，自分らしく生きる力の創

造，個性を育む教育を可能にする」（ibid.）と，異

なるカリキュラム編成上の利点を挙げ，両者を複

合的に含めカリキュラム開発に取り組むことを論

じている．

この関連化と総合化は，上述の（b1）と（b2）
を組み合わせたものではあるが，「組み合わせられ

る」と判断されるだけ理論的根拠が異なっている

ため，単純に「（b1）と（b2）を組み合わせたも

の」で済ませるわけにはいかない 1 つの立場を形

成している．

後述する琉附小の事例は，これらのうち，（c）に

相当する立場の見解に近い形で，総合的な学習の

時間を理解し，カリキュラム開発に取り組んでい

る．

そして，本事例の 18 年間は，上記に確認してき

た学習指導要領の変遷において，98 年版完全実施

の3年前の年度から08年版完全実施後6年目の年

度にあたる．

総合的な学習の時間に関する学習指導要領等に

係る国内各学校における準備・実施状況の推移で

は，98 年版学習指導要領の告示から，関連して学

習指導要領 / 答申の理解・研究及び先進校実践例

の研究，98 年版学習指導要領の移行期，先行実施

校実践例の研究，98 年版学習指導要領の完全実施

を経て，学習指導要領の 03 年一部改正，GP 事例

の研究，そして，学習指導要領の 08 年全面改訂と

その移行及び完全実施を辿っていることとなるは

ずである．

この推移とは別に，琉附小の準備・実施状況の

推移は，1999 年度の研究開発学校の指定初年度，

2001 年度の同最終年度，研究開発終了後の取り組

みへと移行する 2002 年度，そして，2016 年度末

の総合的な学習の時間部会の閉会を辿っている．

そこで，本事例を読み解く上で，上の 2 つの推

移を重ね合わせ，事例を 3 つの時期に区分するこ

ととする．

第一を「① 研究開発学校期」と称する．1999 年

度の研究開発初年度から 2001 年度の最終年度ま

でを指す．この時期は，研究開発学校としての「目

的」をその「取り組み」において実現しようとし

ている時期である．

第二を「② 開発継続期」と称する．国内では 98
年版学習指導要領が完全実施を迎え，琉附小では

研究開発学校としての実践後の取り組みを開始し
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た 2002 年度から，08 年版学習指導要領が告示

（=2007 年度末）された 2007 年度までを指す．研

究開発学校としての「目的」を終えた一方で，「取

り組み」の継続を，総合的な学習の時間が学習指

導要領に導入された正規の課程下で進めた時期で

ある．依然，学校の教育（課程）開発実践であっ

た．

第三を「③ 実践の個人研究期」と称する．08 年

版学習指導要領が告示された後に周知期間に入っ

た 2008 年度から，琉附小の総合的な学習の時間部

会の活動の最終年度となった 2016 年度までを指

す．学習指導要領に基づく正規の課程下の「取り

組み」の一部として，開発の継続が行われた時期

である．ただし，その開発の推進は，個人の授業

開発実践へと変わっていった．

これら 3 つの時期の具体的なカリキュラム開発

実践を，それぞれ続く 3 つの節で順に確認してい

く．

P> ᾓ ẶῂᵷẶ Ặ♣Εɴ Ꞌ

ΑẶ Ε ἚɵX>←ᾔẆ Ặ♣ὂ

ᾓ ẶῂᵷẶ Ặ♣ΟΕὂ

琉球大学教育学部附属小（以下，琉附小と表記）

は，国立大学法人教育学部に附属し，研究校とし

ての独自の授業研究と教育実践がなされている．

また，沖縄県の小学校教育の授業改革を目的とし

た先行研究開発も行っている．平成 10（1998）年

に学習指導要領に総合的な学習の時間（以下，総

合的な学習）が創設されたことにより，琉附小に

おいても平成 11（1999）年から 3 年間，文部科学

省の指定を受け総合的な学習の実践研究開発が行

われてきた．その際にまとめられた研究実践報告

書「明日を育む千原っ子」がある．この実践報告

書の中で当時，研究開発における指導助言者とし

て関わった嶋野道弘（当時 : 文部科学省初等中等教

育局視学官），無藤隆（当時 : お茶の水女子大学生

活科学部教授），天笠茂（当時 : 千葉大学教育学部

教授）の「琉大附属小への期待」として提言され

た部分から，どのような点において期待されてき

たか，また，その期待に対しどのような成果を上

げたのかについてまとめる．

嶋野は，以下のように述べている．

これからの 100 年を見通した学校づくりをめざ

し，ゆとりの中で子供たちに，生きる力を育むこ

とが必要である．それには，各教科等との関連を

意識し，基礎的・基本的な内容の確実な習得を行

い，自己実現と自己存在の喜びを得られるような

学びをつくる．基礎基本を行うにあたって，完成

されたことをただ覚えるようなものではなく，内

容を習熟し，様々な場面に活かすことが出来るよ

うな生きる力を発揮できるようにする．このよう

な取り組みを通して，「先生はきっかけづくり，本

当に調べたり，考えたりしたのは自分たち」とい

う子供の自己実現やみんなで一緒にやったという

自己効力感を育てなければならない．

そこでまず教師の使命感や意識改革が必要であ

る．それとともに “総合・連携・協力（開く）”“自

立（自律）”“体験重視” の視点が欠かせない．“総

合・連携・協力” の視点からは，例えば，学校にお

いて構築した自校の教育方針や特色ある教育活動

について説明し，家庭や地域の理解と協力を得る．

知識と生活との結びつきや知の総合化の視点を重

視した教育課程を編成することである．教師同士

や教師と地域の人々との連携・協力した指導など

を積極的に進める．また，今回の学習指導要領の

改訂では，各学校の “自立（自律）” が一層求めら

れた．各学校が英知を集めて自校の特色ある教育

課程を創意工夫する必要がある．

“体験重視” の視点では，例えば子どもが本物に

直接触れる喜びや驚きを実感する．自ら試したり

確かめたりするなどして分かる喜びを味わう．知

識を生活に結び付け知を総合化する．そうした生

きた学びの現場として，体験的な活動や問題解決

的な活動を導入することが大切である．

嶋野は具体的に以下の 5 つの点の必要性を挙げ

て述べている．特に知識と生活とを結びつけた知

の総合化とは，何を指しているのか．嶋野は，平

成 8（1996）年，中央教育審議会答申の中に示さ

れた生きる力についてこのように語っているので

ある．

●家庭や地域の理解と協力を得る

●知識と生活とを結びつけた，知の総合化の視点を

重視した教育課程を編成

●教師同士や教師と地域の人々との連携・協力した

指導


















